
土地の境界問題で
お困りの方、
一度相談して
みませんか？
土地家屋調査士と弁護士が協力して、
土地境界問題の解決を
お手伝いします。

法務大臣指定　民間紛争解決手続機関
神奈川県土地家屋調査士会

横浜市西区楠町18番地
http://www.kanagawa-chousashi.or.jp

神奈川県土地家屋調査士会　　協力　横浜弁護士会

境界問題相談センターかながわ

☎045-290-4505
ご相談は有料です。要予約。（受付 月～木）


